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１【提出理由】

 平成29年12月22日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。 

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日 

平成29年12月22日 

 

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 取締役８名選任の件 

取締役として、冨安徳久、岡留昌吉、辻耕平、宮﨑芳幸、山本克己、眞邉健吾、森善良、小木曽正人の８名

を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、稲生浩子氏を選任する。

第３号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、平成22年12月21日開催の第14回定時株主総会において、年額1,000百万円以

内と承認いただいていますが、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、現行の報酬枠とは別枠で、譲渡制限

付株式付与のための金銭報酬債権を支給する。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額

は、年額40百万円以内（うち、社外取締役分は年額350万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与

を含まない。）とし、本制度により当社が取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年60,000株

以内（うち、社外取締役分は年5,000株以内）とする。

第４号議案 当社監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の監査役の報酬等の額は、平成22年12月21日開催の第14回定時株主総会において、年額100百万円以内

と承認いただいていますが、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、現行の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付

株式付与のための金銭報酬債権を支給する。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額

は、年額５百万円以内（うち、社外監査役分は年額350万円以内）とし、本制度により当社が監査役に対し

て発行又は処分する普通株式の総数は、年7,000株以内（うち、社外取締役分は年5,000株以内）とする。 

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果 

決議事項 
賛成 反対 棄権 決議の結果 

（個） （個） （個） 可否 可決要件 賛成割合（％） 

第１号議案 

冨 安  徳 久 152,114 543 0 可 （注） 98.16 

岡 留  昌 吉 152,374 283 0 可 （注） 98.33 

辻  耕 平 152,353 304 0 可 （注） 98.31 

宮 﨑  芳 幸 152,367 290 0 可 （注） 98.32 

山 本  克 己 152,370 287 0 可 （注） 98.32 

眞 邉  健 吾 152,352 305 0 可 （注） 98.31 

森  善 良 152,235 422 0 可 （注） 98.24 

小木曽 正人 152,205 452 0 可 （注） 98.22 

第２号議案 

稲 生  浩 子 148,800 3,855 0 可 （注） 96.02 

第３号議案 130,324 22,333 0 可 （注） 84.10 

第４号議案 126,564 26,093 0 可 （注） 81.67 

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成による。 
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 

 

以 上
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